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様式（第１０条関係） 

審 議 会 等 の 会 議 録 

会議の名称  令和３年度 第１回座間市市民参加推進会議 

開 催 日 時 令和３年６月１１日（金） 午後３時から午後４時まで 

開 催 場 所  座間市役所５階 ５－３会議室 

出 席 者 菊地会長、井上副会長、手塚委員、渡部委員、鈴野委員、北原委員 

事 務 局 市民部長、市民協働課長、市民活動係長、市民活動係主事 

公開の可否  ■公開 □一部公開 □非公開  傍聴人数       ０ 人 

議 題 市民参加の令和２年度実施状況及び令和３年度実施予定について 

資料の名称 

・ 会議次第 

・ 委員名簿 

・ 資料１ 「座間市市民参加推進条例」の写し 

・ 資料２ 「同条例施行規則」の写し 

・ 資料３ 市民参加の実施及び対象としなかった事項の推移 

・ 資料４ 令和２年度 市民参加の実施状況一覧 

・ 資料５ 令和２年度 市民参加の対象としなかった事項一覧 

・ 資料６ 令和３年度 市民参加の実施予定一覧 

・ 資料７ 前回会議録（令和２年度第１回開催分） 

会議の内容 

（会議次第等

及び発言要旨） 

―事務局が配布資料の内容説明を行った。― 

 

委 員  資料５「市民参加の対象としなかった事項一覧」について、新

型コロナウイルスに影響を受けたような特別な理由はあるか。 

 

事務局  No.１２「座間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」

及び No.１４「座間市国民健康保険条例の一部を改正する条

例」の２件は、対象としなかった理由１号に該当する。１号は

緊急を要するもの。国から交付されてから施行までの期間がそ

れぞれ１日、１０日となっていたため、緊急を要するものとし

て、やむを得ないと判断した。 



 2 

 

委 員  資料４「令和２年度 市民参加の実施状況一覧」について、 

特別な傾向はあるか。 

 

事務局  新型コロナウイルスによる機会減少の影響はなく、特別な傾向

はなかった。 

 

委 員  市民アンケート調査の結果を、各課はどう反映させるのか。 

 

事務局  市民の関心度を指標としている施策において、目標値に達して

いるかどうかを検証する材料として活用している。 

 

委 員  市民アンケート調査の結果の傾向や対策を分析し、成果として

反映されていることが市民に伝わらなければ、労力だけに終わ

ってしまう。 

     市民が何に興味を持っているかと、興味はないけれど重要だと

思っていることを、切り分けて施策に活かしてほしい。 

 

事務局  資料４「令和２年度 市民参加の実施状況一覧」の、No.１「座

間市市政運営指針の策定」及び No.１３「座間市保育園整備計

画の改定案」について、市民参加の反映状況として、冊子等に

反映済みであることの確認が取れたことを補足する。 

 

委 員  ホームページ公開の際に、表現を修正して掲載してはどうか。 

 

事務局  修正し、掲載する。 

 

委 員  市民参加の実施有無は、現在も担当課での判断になるのか。 

 

事務局  市民参加を実施しなければならないとした上で、手法について

は担当課の判断。 

 

委 員  資料４「令和２年度 市民参加の実施状況一覧」の、No.４「座

間市水道事業経営戦略の策定」等に意見なしが見受けられる

が、理由は何か。 
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事務局  関心の有無等、それぞれの事案で違いが出てくる。特にパブリ

ックコメントは、内容によって意見を提出するのが難しく感じ

られるということもあると考える。 

 

委 員  行政は、内容を限定して意見公募を行わないのか。 

 

事務局  計画や指針の作成が主なため、総括的な意見公募となる。 

 

委 員  資料４「令和２年度 市民参加の実施状況一覧」の意見の数量

について、市民協働課の所感を伺いたい。 

 

事務局  市民の関心には差が出てくる。多い少ないという判断より、よ

り多くの方に関わっていただき、市民の声を参考にすることに

重きを置いている。 

 

委 員  多くの市民の目に触れるＰＲをした中での、意見公募を行う工

夫をしてはどうか。 

 

事務局  周知徹底に努めていく。 

 

委 員  意見公募の題名を読むと難しい。副題を付ける等、意見を求め

やすくしてはどうか。 

 

委 員  文字の情報よりも、音と絵の情報の方が人間には入ってきやす

いのでは。 

 

事務局  検討していく。 

 

委 員  市民に分かりやすく、意見を求めやすい周知を行ってもらうと

いうことでよいか。 

 

一 同  異議なし 
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―事務局からの連絡事項― 

 

事務局  市民の意見を広く募集するために、意見公募手続（パブリック

コメント）でＬＩＮＥ等を使って募集する方法を検討してい

る。 

 

一 同  異議なし 

 


